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第１第１

 
基本方針基本方針

オンライン利用促進諸施策の結果，

 
オンライン申請件数が急増し，処理

 
性能が今後限界に到達

 

オンライン利用促進諸施策の結果，

 
オンライン申請件数が急増し，処理

 
性能が今後限界に到達

現行現行オンラインオンラインシステムシステム



 

増加を続けるオンライン申請に対応可能な処理性能，信頼性

 
及び拡張性

 


 

登記業務が持つ複雑な機能要求への柔軟性



 

増加を続けるオンライン申請に対応可能な処理性能，信頼性

 
及び拡張性



 

登記業務が持つ複雑な機能要求への柔軟性

新新オンラインオンラインシステムシステム◆背景◆◆背景◆

◆基本方針◆◆基本方針◆

ユーザー別申請方法の提供ユーザー別申請方法の提供ユーザー別申請方法の提供 事前の環境設定の簡素化事前の環境設定の簡素化事前の環境設定の簡素化 ユーザービリティの向上ユーザービリティの向上ユーザービリティの向上

◆特徴◆◆特徴◆

利用目的や頻度等，ユーザーの利用

 
形態に応じて，「申請用総合ソフト利

 
用」「Webブラウザ利用」の２つの申請

 
方法を提供する

「申請用総合ソフト利用」では当該ソフト

 
ウェアのインストールのみで利用でき，

 
「Webブラウザ利用」では，環境設定自

 
体を不要とする

ユーザーナビゲーションの充実やオン

 
ライン申請体験ソフトウェアの配信等，

 
ユーザーの操作習熟に向けた工夫を

 
講じることで，ユーザービリティの向上

 
を図る

～～

 

申請用申請用総合総合ソフト利用ソフト利用

 

～～ ～～

 

WebWebブラウザ利用ブラウザ利用

 

～～



 

事前準備は当該ソフトウェアのインストールのみとし，環境

 
設定の煩雑さを極力排除



 

端末ですべての操作が連続して実施可能



 

サードベンダー開発の独自の申請用ソフトウェアとの連携

 
の強化を考慮し，APIを公開



 

事前の環境設定が不要（Webブラウザのみ）



 

電子署名を必要としない証明書の請求手続を対象とし，

 
Web上のサイトから簡易に申請可能



 

ユーザーのITリテラシーを考慮し，シンプルなユーザーイン

 
タフェースを具備

ヘビーユーザー向け ライトユーザー向け

（平成２１年６月公表資料）

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第１

 

基本方針
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第２第２

 
運用開始までのスケジュール運用開始までのスケジュール

【運用開始までのスケジュール】

１７日 １４日

平成２２年 平成２３年

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

電話及びメールによる問い合わせ対応あり
切替え準備ページにＦＡＱを掲載

ホームページ開設
申請準備可能 運用開始

操作サポートデスク開設
（電話及びメールによる問い合わせへの対応）

体験版ソフトの配布及びダウンロードによる操作の習熟

８日

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第２

 

運用開始までのスケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

     マイルストーン

    スケジュール

平成22年度 平成23年度年度
月

運用テスト等

▲2月14日から
　運用開始
　不動産登記，商業・法人登記，
　動産譲渡登記及び債権譲渡登記手続
　の登記４手続

▲１１月８日
　体験版申請用総合
  ソフトver.β1.0配布
  開始

▲1月17日
・ホームページ開設
・申請用総合ソフトver.1.0A配布開始
・体験版申請用総合ソフトver.1.0配布開始
・登記識別情報表示ツール配布開始
・申請者情報登録開始
・操作サポートデスク開設

登記・供託オンライン申請システム等の利用者説明会　開催
１　実施時期
　　平成２２年１１月及び１２月
２　実施場所
　　各法務局所在地及び沖縄県宜野湾市（全９か所）
３　内容
　第一部　『登記・供託オンライン申請システムについて』
　　・　登記・供託オンライン申請システムの概要と変更点
　　・　「申請用総合ソフト」及び「かんたん証明書請求」の操作方法
　　・　質疑応答
　第二部　『会社・法人の電子証明書を取得するためのソフトについて』
　　・　質疑応答
※　内容については，今後変更となる場合があります。

平成２３年度中に
供託，成年後見登記及び電子公
証手続の運用開始

　　利用者
　　説明会

切替準備

▲
切替え　2/10～2/13

▲１２月２日
　体験版申請用総合
  ソフトver.β2.0配布
  開始
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第第３３

 
機能説明機能説明

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明
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新オンラインシステムでは，申請方式として「申請用総合ソフト」（専用アプリケーションを利用）及び「かんたん証明書請求」

 
（Ｗｅｂブラウザを利用）の２種類を提供します。

■申請用総合ソフト（専用アプリケーションを利用）

対 象 手 続 ：新オンラインシステムで取り扱うすべての手続
対象想定ユーザー：司法書士，土地家屋調査士等の利用頻度の高い利用者
特 徴 ：法務省が提供するアプリケーションにおいては，申請書の作成，ファイル添付，電子署名の付与，申請書

の送信及び電子公文書の取得といった，申請に必要な機能を提供します。
動 作 環 境

 

OS(ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)：ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ，Ｖｉｓｔａ，７それぞれの３２bit版
FW(ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ)

 

：ドットネットフレームワーク３．０又は３．５

 

Service Pack 1 
※

 

ドットネットフレームワーク４は，過去のバージョンを含む形式ではなく，完全に新しいバージョンとして提供

されているため，ドットネットフレームワーク４のみをインストールした状態で使用することはできません。

ブラウザ

 

：InternetExplorer７,８
電子証明書

 

：公的個人認証サービス，商業登記に基づく電子認証，日本司法書士会連合会，
日本土地家屋調査士会連合会，ＧＰＫＩ，ＬＧＰＫＩ

 

ほか
※

 

上記認証局におけるＩＣカードライブラリのＯＳ対応状況は，同認証局の推奨環境に依存します。

その他

 

：Adobe

 

Reader９

■かんたん証明書請求（Ｗｅｂブラウザを利用）

対 象 手 続 ：登記事項証明書等の請求手続
新オンラインシステムで取り扱う手続のうち，以下の要件をすべて満たす手続（不動産登記及び商業・法人

登記の登記事項証明書の送付請求，動産譲渡登記及び債権譲渡登記の登記事項概要証明書の送付請求等）
①

 

特定のWebブラウザのみで採用されている技術に依存しない。
②

 

電子署名付与などJavaアプレットを前提とした機能を利用しない。
③

 

電子公文書の発行を伴わない。
対象想定ユーザ

 

：登記事項証明書等の請求手続の利用者
特 徴 ：Ｗｅｂブラウザのみで利用可能とする（ＪＲＥなどのインストールを求めない。）。
動 作 環 境

 

OS(ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)：ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ（３２

 

bit版），Ｖｉｓｔａ（３２bit版及び６４bit版），７

 

（３２bit版及び６４bit版）
ブラウザ

 

：InternetExplorer７,８

第第３３

 
機能説明機能説明

 
１１

 
申請形式申請形式

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

１ 申請形式
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２２

 
メール通知メール通知

①

 

メール通知の自由選択
利用者が申請者情報を登録する際に，受信した

 
いメール通知の内容を選択することができるように

 
なります。

もちろん，新オンラインシステムのウェブサイト上

 
で申請者情報を変更することにより，受信したい

 
メールの種類を随時変更することも可能です。

②

 

通知メールの内容の改善
メールの件名には申請番号と処理状況を表示します。
また，メール本文には申請番号と手続名を表示します。

件名はすべて「法務省オンライン申請システムから

 
のお知らせ」のため，何の通知か分からない。 件名に申請番号と処理状況が表示される。

現行オンラインシステムの通知メール 新オンラインシステムの通知メール

メール本文で，申請番号，手続名，処理

 
状況が把握できる。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

２

 

メール通知

件名又は本文に申請番号が記載されておらず，どの申請

 
に関する通知か分からない。
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３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」
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３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（１）（１）

 
環境設定環境設定

①

 

環境設定の簡素化
新オンラインシステムでは，現行オンラインシステムに比べ，利用するPCの環境設定の大幅な簡素化を図ります。
現行オンラインシステムにおいては，ＪＲＥのバージョンアップリリース後，利用者に，旧バージョンのＪＲＥのアンイ

ンストールと新バージョンのJREのインストール作業を依頼していました。
新オンラインシステムでは，ＪＲＥを採用しないことにより上記作業が不要となります。

JREの
インストール

自己署名
証明書
の確認

自己署名
証明書の

ＪＲＥのキース
トアへの登録

オンライン申請
システム

モジュール
のインストール

申請者情報
登録

登記申請書
作成支援ソフト

ウェアの
インストール

申請用総合
ソフトの

インストール

現行オンライン
システム

新オンライン
システム
（申請用総合
ソフト）

３Stepに簡素化

自己署名
証明書
の確認

申請者情報
登録

オンライン
セットの取得

※

 

ＰＣのＯＳが，ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合は，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のドットネットフレームワーク３．０又は３．５Service Pack 1へとアップ
デートが必要となる場合があります（ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ以上は不要）。

※

 

ドットネットフレームワーク４は，過去のバージョンを含む形式ではなく，完全に新しいバージョンとして提供されているため，ドット
ネットフレームワーク４のみをインストールした状態で使用することはできません。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（１）

 

環境設定
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②

 

自動バージョンチェック機能（アプリケーション更新機能）
「登記申請書作成支援ソフトウェア」は，ソフトウェア起動時に手動でバージョンチェック及び更新を依頼していました。
「申請用総合ソフト」においては，起動時に，新オンラインシステムに接続し，申請用総合ソフトのプログラム，申請書

 
様式，ヘルプファイル及び登記所情報等のバージョンを自動で確認し，簡単に最新のバージョンへの更新ができるよう

 
になります（更新を行った場合は，「申請用総合ソフト」の再起動がされます。）。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（１）（１）

 
環境設定環境設定

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（１）

 

環境設定

起動時にバージョンアップを行わなかった場合は，処理状況表示画面の「ヘルプ」メニューの「更新の確認」をクリック

 
することにより確認することができます。
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■

 

「申請用総合ソフト」の構成

「申請用総合ソフト」は，取り扱う申請事件に係るデータ（申請情報，添付情報，電子公文書等）を一元管理する

 
データフォルダ※と，データフォルダ内の各データを操作するためのアプリケーション部（以下「ＡＰ部」※といいま

 
す。）で構成されています。

【データフォルダ】
「申請用総合ソフト」で申請した全事件に係るデータ（申

 
請情報・添付情報・電子公文書等）や件名，処理状況，納

 
付状況，受付番号等の付帯情報を一元的に管理します。

初期インストール時には「ShinseiyoSogoSoft」という名

 
称で以下のとおり保存されます。
（ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合）
「C:¥(Documents and Settings¥ＰＣのユーザ名¥)
My Documents¥ShinseiyoSogoSoft」
（ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ又は７の場合）
「C:¥(¥ＰＣのユーザ名¥)Documents¥ShinseiyoSogoSoft」

ＡＰ部

申請書の作成，署名付与など
データフォルダ内の各データ
の操作を行なうプログラム

データフォルダ

申請データ等の

 
集合体

申請用総合ソフト

＋

申請用総合ソフトの構成イメージ

データ

【ＡＰ部】
「申請用総合ソフト」が有する機能（作成，署名，送信，検索

画面表示等）を実現するためのプログラムであり，上記データ
フォルダへのアクセスは，すべてこのＡＰ部から行うこととなり
ます。

申請書

公文書

添付書類

申請書

公文書

添付書類

申請書

公文書

添付情報

申請事件ご

 

とのフォルダ

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（２）（２）

 
申請用総合ソフトの構成申請用総合ソフトの構成

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（２）

 

申請用総合ソフトの構成

ShinseiyoSogoSoft
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My

 

Documeｎts

ShinseiyoSogoSoft

System

申請案件

登記識別情報関係様式

データベースファイル，バージョン情報ファイル，ログファイル等を格納したフォルダ
※件名，処理状況，納付状況，受付番号等の付帯情報は，データベースファイルに格納されています。

申請案件管理番号

申請案件管理番号

申請案件（事件）ごとにフォルダが作成されます。
申請書送信前の事件も含み，「申請番号」とは異なる「申請案件管理
番号」により管理されます。

申請情報，添付情報等のデータは署名・送信フォルダに格納されます。

署名・送信

取得公文書

お知らせ

登識管理番号

登記識別情報提供様式

登記識別情報通知
取得用届出様式

取得者特定ファイル

登識管理番号

登記識別情報関係様式ごとにフォルダが作成されます。
「登識管理番号」は，「申請用総合ソフト」の内部処理のための固有

 
番号であり，「申請用総合ソフト」上で表示されることはありません。

TotatsuTsuchu.html
UketsukenoOshirase.html

・
・

・
・

部分は，データフォルダ配下のフォルダ構成です。青枠部分の構成，階層，ファイル，
フォルダ名称は変更しないでください（申請用総合ソフトが正常に動作しなくなる場合があります。）。

青枠

赤枠 部分は，任

 
意の階層・フォルダ名（作

 
業用・管理用等）に変更で

 
きます。

フォルダ

データフォルダは，初期イ

 

ンストール時に，「Ｓｈｉｎｓｅｉ

 

ｙｏＳｏｇｏＳｏｆｔ」という名称

 

で保存されます。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（２）（２）

 
申請用総合ソフトの構成申請用総合ソフトの構成

■

 

データフォルダの初期構成

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（２）

 

申請用総合ソフトの構成

を表す。
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①

 

申請関連情報の一元管理
「申請用総合ソフト」では，申請情報，添付情報，電子公文書等の各種ファイルをはじめ，処理状況や受付番号

 
等をソフト内で一元的に管理します。

これにより，各種ファイルの紛失等を防ぐとともに，繰り返し利用される利用者においては申請状況の管理も同

 
ソフトで可能となります。

また，ソフト側でデータ管理をすることで，インターネット未接続時や，システムの運用時間外であっても，オフラ

 
インによる起動を行い，申請関連情報の確認その他の処理をすることができます。

②

 

最新の処理状況の取得は１クリック
「申請用総合ソフト」では，更新ボタンをクリックすることで，ソフト内のすべての仕掛中の申請に対する最新の

 
処理状況を取得する仕組みとなっています。

また，受付のお知らせや納付情報，電子公文書，補正通知なども併せて取得することが可能であり，これらが

 
すべて１クリックのみの操作で簡単に利用できます。

①

②

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（３）

 

データ管理

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（３）（３）

 
データ管理データ管理
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③

 

申請データの書き出し／取り込み
「申請用総合ソフト」では，特定の申請データなどの書き出し／取り込みを可能とします。
これにより，遠隔地にいる資格者代理人等の間で申請データなどをやり取りすることができます。
※

 

「データの書き出し」では，書き出し先のファイルにコピーされるため，「申請用総合ソフト」のデータフォルダからデー
タが削除されることはありません。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（３）（３）

 
データ管理データ管理

「ファイル」

 

→

 

「データの取り込み」「ファイル」

 

→

 

「データの書き出し」

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（３）

 

データ管理
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④

 

多彩な検索項目
「申請用総合ソフト」から目的の申請情報を素早く抽出するため，様々な検索項目を提供します。

以下の項目で申請事件を検索できます。
ア

 

件名（※利用者において自由に設定できる項目）
イ

 

最終更新年月日の範囲（○～○）
ウ

 

到達年月日の範囲（○～○）
エ

 

受付年月日の範囲（○～○）
オ

 

受付番号
カ

 

申請番号
キ

 

納付番号
ク

 

法務局，登記所
ケ

 

処理状況
コ 納付状況
サ

 

処理状況確認番号

※

 

ウ，カ及びサ以外が「申請用総合ソフト」において追加の検索項目
サについては，「かんたん証明書請求」における検索項目

現行オンラインシステムの検索画面

「申請用総合ソフト」の検索画面

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（３）（３）

 
データ管理データ管理

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（３）

 

データ管理
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⑤

 

バックアップ及び復元機能
「申請用総合ソフト」で作成した申請情報，登記識別情報関係様式及び申請情報等に添付したファイルは，「申請用

 
総合ソフト」でバックアップ処理を行うことによりzipファイル形式で保存することができます。また，保存したzipファイル

 
は復元処理をすることにより，バックアップ時の状態に戻すことができます。

「申請用総合ソフト」では，利用者のＰＣ上に申請データを保管するため，手続終了前に当該データが消失等した場

 
合は，電子公文書の取得等が行えなくなりますので，定期的にバックアップを行い，別媒体へ保存することを推奨し

 
ます。
※

 

手続終了前に当該データが消失等したことによりバックアップしていた申請データを復元した場合，バックアップ
処理をしてから復元するまでの間に取得した電子公文書は，再度，取得することはできません。ただし，各種お知ら
せ等の情報は，手続終了から９２日間は更新できます。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（３）（３）

 
データ管理データ管理

「ツール」

 

→

 

「バックアップ」 「ツール」

 

→

 

「復元」

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（３）

 

データ管理
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①

 

入力支援機能「登録事項転記」（不動産登記，商業・法人登記）
申請書様式に，各種入力支援機能を設けます。
申請書の「登録事項転記」ボタンをクリックすると，あらかじめ申請用総合ソフトに「入力支援情報」として登録してい

 
た項目（氏名・氏名（フリガナ），住所，電話番号）が様式に応じて自動的に転記されます。

また，納付情報欄には，登録された氏名（フリガナ）が自動で反映されます。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（４）

 

申請書作成

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（４）（４）

 
申請書作成申請書作成

「ツール」

 

→

 

「オプション」

 

→

 

「入力支援情報」

②

 

「全角・半角入力自動判別」機能（不動産登記，商

 
業・法人登記）

全角・半角の入力を項目に応じて自動で判別します。

 
これにより，全角・半角の別を意識することなく，入力す

 
ることができます。
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署名の処理を行うと，「提供様式，届出様式にはそれぞれ署名が必要です。このまま処理を続けます

 
か」というメッセージがでますが，ver.β2.0から当該メッセージを出力しないよう，対応します。

④

 

登記申請書から登記識別情報関係様式への入力内容の転記
（不動産登記）
登記識別情報関係様式（登記識別情報提供様式，登記識別情報通知

 
取得用届出様式及び取得者特定ファイル）については，申請書の入力

 
内容を転記して作成する機能を提供します。

これにより，申請書で入力済みの項目について，再度入力する必要が

 
ありません。

また，申請書から作成した登記識別情報関係様式は，申請書に自動

 
で添付されます。
※

 

登記識別情報の暗号化及び復号についての委任を受けた代理人
等は，個々の登記識別情報関係様式への署名を省略し，申請情報
全体への署名のみで申請可能となります。

③

 

入力項目の任意挿入が可能（不動産登記）
申請書の入力項目追加の際に，任意の箇所に入力項目を挿入するこ

 
とを可能とし，表示順を意識せずに申請書を作成することが可能となり

 
ます。

③

④

⑤

 

提供様式作成における入力画面の一元化（不動産登記）
登記識別情報関係様式のうち，登記識別情報提供様式については，

入力すべき内容を義務者単位で一元的に表示させる画面を提供します。
これにより，画面遷移を少なくし，登記識別情報提供様式の作成を省力

 
化することが可能となります。

申請書から
作成可能

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（４）（４）

 
申請書作成申請書作成

⑤

入力画面の一元化

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（４）

 

申請書作成
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⑥

 

提供様式及び登記識別情報に関する証明請求書作成における順位番号，同順位符号入力（不動産登記）
登記識別情報提供様式や登記識別情報に関する証明請求書の作成に関して，従来からの受付年月日・受付番号

による入力方法に加え，順位番号による入力方法が可能となります。
また，受付年月日・受付番号を入力する方法による場合には，同順位符号の入力が可能となります。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（４）（４）

 
申請書作成申請書作成

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（４）

 

申請書作成
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⑦

 

「カレンダー」機能（不動産登記，商業・法人登記）
申請書の「カレンダー」ボタンをクリックして，選択した年月日を入力することができます。
※

 

作成日の日付が初期表示されます。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（４）（４）

 
申請書作成申請書作成

⑧

 

管轄外の物件の入力が簡単に（不動産登記）
「他管轄物件の入力」ボタンから管轄外の物件の入力を行うことで，管轄物件と管轄外の物件を区別して入力する

 
ことができます。

オンライン物件検索機能についても，もちろん利用可能です。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（４）

 

申請書作成
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⑨

 

「物件（会社・法人）情報コピー」及び「物件（会社・法人）情報はり付け」機能（不動産登記，商業・法人登記）
一度，申請（請求）書に入力した物件（会社・法人）情報を他の申請（請求）書へコピーをすることができます。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（４）（４）

 
申請書作成申請書作成

申請書Ａ

申請書Ｂ

■

 

留意事項（コピーが可能な物件情報）
a  申請様式の種類が同一の場合

（例：登記申請書（権利に関する登記）⇔登記申請書（権利に関する登記））
「種別」，「所在」，「地番／家屋番号」をコピーできます。
コピーされた情報は，登記申請書補助画面に反映されます。

b  申請様式の種類が異なる場合
（例：登記事項／地図・図面証明書送付請求書⇔登記申請書（権利に関する登記）

「所在」，「地番／家屋番号」をコピーできます。
コピーされた情報は，登記申請書補助画面には反映されません。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（４）

 

申請書作成
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⑩

 

登記すべき事項の記載例の利用（商業・法人登記）
「申請用総合ソフト」では商業・法人登記申請において，従来ホームページ上に掲載されていた「登記すべき事項の記載

 
例（http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html）」があらかじめセットされています。

利用者は，申請に用いる記載例を活用して，登記すべき事項の入力を行うことが可能となります。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（４）（４）

 
申請書作成申請書作成

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（４）

 

申請書作成
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①

 

申請書の様式の追加（不動産登記）
不動産登記について登記申請書の様式を大幅に追加します。
不動産登記申請書

 

４８様式

 

⇒

 

１１７様式

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（５）

 

手続種別

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（５）（５）

 
手続種別手続種別

■

 

地積更正と併せて行うオンライン地図訂正申出
表示に関する登記申請書の様式として，「地図訂正申出情報提供用」の様式を追加します。
これにより，地積に関する更正の登記の申請と併せて地図訂正申出情報をオンラインで提供することが可能となり

 
ます。
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③

 

電子公文書の一括取得（不動産登記）
不動産登記申請においては，電子公文書一括取得用の申請書様式を提供します。この申請書様式を用いることで，別途

 
ダウンロード様式を送信することなく，登記識別情報通知の電子公文書を登記完了証の電子公文書と併せて一括して取得

 
することが可能となります。

②

 

嘱託書の様式の追加（不動産登記）
現行オンラインシステムで共通的に提供していた不動産登記の嘱託書について，登記の目的ごとに様式を提供します。
これにより，登記の目的に応じた嘱託書の作成が容易になります。
不動産登記嘱託書

 

２様式

 

⇒

 

６５様式

申請書
提供
様式

届出
様式

取得者
特定

ファイル

ダウン
ロード
様式

登記
完了証

登記識別
情報

（暗号化）

申請

取得

送信

取得

申請書
（一括

取得用）

提供
様式

届出
様式

取得者
特定

ファイル

登記
完了証

登記識別
情報

（暗号化）

申請

取得

申請者 現行オンラインシステム
申請者 新オンラインシステム

※

 

従来どおりのダウンロード様式による取得も可能です。

現行オンラインシステムでの流れ
新オンラインシステムで

 
電子公文書一括取得用の申請書様式を用いた流れ

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（５）

 

手続種別

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（５）（５）

 
手続種別手続種別
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■

 

ファイルの添付を簡単・便利に
「申請用総合ソフト」では，ファイル添付機能から，添付するファイルをまとめて選択し（※），添付することができます。
また，送信対象の申請情報と添付ファイルを一元的に管理しますので，添付ファイルの添付漏れの防止につなが

ります。
※

 

動産譲渡登記及び債権譲渡登記については，現行オンラインシステムと同様，添付ファイルは，「shinsei.zip」の
１つのみとなります。

添付ファイルは
申請情報とセットで管理

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（６）

 

ファイル添付

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（６）（６）

 
ファイル添付ファイル添付
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②

 

一括署名付与
現行オンラインシステムでは，電子署名の操作を１ファイル単位で実

 
施していましたが，「申請用総合ソフト」では，複数ファイルを選択して，

 
一度の操作で連続して署名を付与することができます。

これにより，署名の都度pinを入力する必要がなくなる上，署名付与に

 
かかる時間も短縮されることとなります。

①

 

オフラインでの署名付与
現行オンラインシステムではＪａｖａアプレットで実施していた電子署名の

 
付与が，「申請用総合ソフト」で実施できるようになります。これにより，新

 
オンラインシステムに接続することなく利用者のPC内で電子署名の付与

 
が可能となります。

また，電子署名後の申請データをデータの書き出し機能を使用して書

 
き出し，メールで遠隔地にいる代理人等へ送信することもできます。これ

 
により，資格者代理人等の間での複数電子署名の付与が可能となりま

 
す。

ソフト内で
署名可能

まとめて署名可能

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（７）

 

電子署名・申請データ送信

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（７）（７）

 
電子署名・申請データ送信電子署名・申請データ送信
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Webブラウザを利用することなく，ＰＣにインストールした

 
「申請用総合ソフト」において，申請書の作成から電子署名

 
の付与までの一連の作業が可能となるため，申請データの

 
送信（処理状況の更新含む。）以外は，２４時間行うことがで

 
きます。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（７）（７）

 
電子署名・申請データ送信電子署名・申請データ送信

③

 

申請用総合ソフトから直接送信が可能
現行オンラインシステムでは，登記申請書作成支援ソフトウェアで申請書を作成した後，Ｗｅｂブラウザから法務省オン

 
ライン申請システムにアクセスし，電子署名の付与等を行い，送信しますが，新オンラインシステムでは，「申請用総合ソ

 
フト」において，申請書作成からファイル添付，電子署名の付与，申請データの送信までの一連の作業が可能となります。

ソフトから
直接送信

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（７）

 

電子署名・申請データ送信
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④

 

連件・同順位設定も簡単に（不動産登記，商業・法人登記）
連件・同順位の設定において，現行オンラインシステムでは，様式名からは「権利の登記」と「表示の登記」の別し

か判別できないため，特定の申請を様式名から判断できないことがあります。
「申請用総合ソフト」では連件・同順位設定画面において，様式名に加えて，利用者が自由に設定した「件名」が表

示されますので，連件・同順位設定における確認が容易となる上，順番設定の誤りを防止できます。
また，登記申請書と登記嘱託書との連件・同順位設定も可能となります。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（７）（７）

 
電子署名・申請データ送信電子署名・申請データ送信

登記申請書と登記嘱託書との連件・同順位設定も可能

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（７）

 

電子署名・申請データ送信
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①

 

受付のお知らせの通知（不動産登記，商業・法人登記）
申請データを送信後，登記所において不動産登記及び商業・法

 
人登記の申請を受け付けた後，申請情報とともに受付年月日，受

 
付番号及び受付登記所名を表示する「受付のお知らせ」をＨＴＭＬ

 
で通知します。

処理状況表示画面で，「受付確認」ボタンをクリックすることにより，

 
「受付のお知らせ」が表示され，ブラウザから印刷することができま

 
す。

②

 

重要なお知らせの通知
現行オンラインシステムでは，ホームページ上で提供していたオ

 
ンライン申請の運用などに係る重要なお知らせについては，従来

 
の方法に加え，「申請用総合ソフト」にて確認することを可能としま

 
す。

「申請用総合ソフト」から新オンラインシステムにアクセスした際

 
に表示が可能となります。また，過去の通知状況を確認することも

 
できます。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（８）

 

法務省からのお知らせ

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（８）（８）

 
法務省からのお知らせ法務省からのお知らせ

「ヘルプ」

 

→

 

「重要なお知らせ」
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①

 

登録免許税納付用紙，書面により提出した添付情報の内訳表等の印刷が可能に（不動産登記，商業・法人登記）
「申請用総合ソフト」から登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表を印刷することができます。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（９）

 

その他

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（９）（９）

 
その他その他

＜登録免許税納付用紙＞

＜書面により提出した添付情報の内訳表＞

（不動産登記） （商業・法人登記）

（不動産登記） （商業・法人登記）
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②

 

署名用ＩＣカード切替機能
現行オンラインシステムにおいては別ツールにより提供していたので，初期設定後，ブラウザを含め再起動が必要で

 
したが，「申請用総合ソフト」には「署名用ＩＣカード切替機能」が含まれていますので，別のツールにより再起動する必

 
要がなくなります。

また，初期設定は，現行オンラインシステムが提供する「切替ツール」の設定手順及び操作感を踏襲します。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（９）

 

その他

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（９）（９）

 
その他その他

「ツール」

 

→

 

「オプション」

 

→

 

「ＩＣカード切替」
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初回インストール時
（ＰＣ上のドライブ）

ネットワーク上の
別ドライブ

コピー
＆

ペースト

図－１

 

データフォルダのコピー＆ペースト

①

 

共同利用のための手順
複数ＰＣ間でファイルサーバ等を利用し，データフォルダを共有することができる場合には，各ＰＣごとに「申請用総合ソフ

 
ト」をインストールした後，各ＰＣのＡＰ部からアクセス先のデータフォルダへのファイルパスを同一のものに変更することで，

 
各ＰＣにインストールした「申請用総合ソフト」から，同一のデータフォルダを利用することができます。

具体的な手順は，以下のとおりです。

c

 

手順bでコピーしたデータフォルダを共有可能なドライブに貼り付ける
データフォルダは，通常行うフォルダのコピー＆ペースト操作と同様，ネット

 
ワーク上のファイルサーバ等，任意のドライブへコピー＆ペーストすることが

 
できます（図－１）。

d

 

必要に応じて，コピーしたデータフォルダの名称を変更する
※

 

「申請用総合ソフト」が正常に動作しなくなる場合がありますので，データ
フォルダ配下の個別のフォルダやファイル名称を変更しないでください。

データフォルダデータフォルダ

ShinseiyoSogoSoft ShinseiyoSogoSoft

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（（1010））

 
共同利用について共同利用について

手順
a

 

共同利用を行う各ＰＣに「申請用総合ソフト」をインストールする
「申請用総合ソフト」の初回インストール時には，データフォルダ及びＡＰ部がＰＣ上の特定の場所（１０Ｐ※【データフォル

 
ダ】参照）にインストールされます（初回インストール時は，任意の場所を指定することはできません。）。

b

 

データフォルダを「コピー」する
※

 

「申請用総合ソフト」が正常に動作しなくなる場合がありますので，「移動」はしないでください。
※

 

「申請用総合ソフト」が正常に動作しなくなる場合がありますので，データフォルダ配下の個別のフォルダやファイル単位
でコピーや移動はしないでください。

※

 

「申請用総合ソフト」の起動時にコピーをしないでください。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（10）

 

共同利用について
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e

 

ＡＰ部からアクセス先のデータフォルダへのファイルパスを変更する
「申請用総合ソフト」のＡＰ部において，アクセス先のデータフォルダへのファイルパスを，

 

c 及び

 

d で作成した

 
データフォルダに変更（参照ボタンをクリックし，エクスプローラ上でファイルパスを指定）します。
（図－２及び３）
※

 

ファイルパスを指定，設定ボタンをクリックし，確認画面で「ＯＫ」ボタンをクリックした後，申請用総合ソフトが自
動で再起動します（再起動後はログイン画面に）。

※

 

コピー元のデータフォルダが不要となった場合は，適宜，コピー元のフォルダを削除してください。
※

 

ＰＣのネットワーク環境によっては，データフォルダへのアクセス先のファイルパスを変更できない場合がありま
す（ファイルサーバにおいて，クライアントと異なるＯＳを利用している場合や，ネットワークアクセスに認証を要す
る場合など）。

図－２

 

アクセス先のデータフォルダ
へのファイルパス設定画面

ＰＣ上のドライブ ネットワーク上の別ドライブ

図－３

 

ファイルパス変更イメージ

データフォルダ

ShinseiyoSogoSoft

データフォルダ

ShinseiyoSogoSoft

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（（1010））

 
共同利用について共同利用について

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（10）

 

共同利用について

「ツール」

 

→

 

「オプション」

 

→

 

「ファイルパス設定」
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留意事項a

 

新オンラインシステムの認証

申請書送信後，電子公文書発行，受付のお知らせ，補正指示等の法務省からの各種通知等を確認するためには，

 
「申請用総合ソフト」の処理状況更新を行う必要があります。この際，新オンラインシステムは，なりすまし防止の観点

 
から，

・

 

申請者ＩＤが申請書送信時と同一であること
・

 

申請書送信時と同一のデータフォルダが存在すること
の二点を確認して認証することとしています（図－４）。

※

 

データフォルダが消失すると，電子公文書の取得等が行えなくなりますので，バックアップ機能を利用し，定期的
にバックアップ行い，外部媒体へ保存していただくことを推奨します。

図－４

 

処理状況更新における処理の流れ

申請書

①申請者ＩＤ認証

②対象事件抽出

③処理状況の更新

④処理状況取得

申請用総合ソフト
登記・供託オンライン

申請システム

※①～④はすべてプログラムによる
自動処理となります。

②

 

共同利用に当たっての留意事項

「申請用総合ソフト」の共同利用に当たっての留意事項を以下に記載します。

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（（1010））

 
共同利用について共同利用について

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（10）

 

共同利用について
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留意事項b

 

複数ＰＣがアクセス先のデータフォルダに同一のファイルパスを指定している場合の申請用総合ソフトの
同時起動

アクセス先のデータフォルダに同一のファイルパスを設定したＰＣがアクセスしている間は，アクセス先のデータ

 
フォルダに同一のファイルパスを設定した他のＰＣは，申請用総合ソフトを起動することはできません（図－５）。

これは，「申請用総合ソフト」のデータフォルダの管理に，無償かつ申請者における様々な設定が不要なデータ

 
ベースエンジンを採用しており，申請者及び申請事件単位での排他制御を行うことができないためです。

※

 

同一のデータフォルダを指定した複数の申請用総合ソフトを起動した場合は，エラーメッセージが表示されます。

図－５

 

複数ＰＣからの同一データフォルダへのアクセスイメージ

同時にソフトを

 
起動できない

①起動

②起動

×
ファイルサーバ

端末（ＡＰ部）

端末（ＡＰ部）

データフォルダ

ShinseiyoSogoSoft

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（（1010））

 
共同利用について共同利用について

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（10）

 

共同利用について
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留意事項c

 

データフォルダの格納先

「申請用総合ソフト」は，前述のとおり，ＡＰ部とデータフォルダで構成されており，データフォルダを操作ＰＣ上のハード

 
ディスク上のドライブとは別に格納し，管理・利用することができます。格納先として，操作ＰＣに接続する外部ストレージ

 
（外付けハードディスク及びＵＳＢメモリ等）はもちろん，他のＰＣ上のハードディスクやサーバ上のドライブを指定することも

 
できます。

なお，他のＰＣのハードディスクやサーバをデータフォルダの格納先として，ＷｉｎｄｏｗｓＯＳである場合を対象とした動作

 
検証を以下のとおり実施しております。

※１

 

Ｓａｍｂａ：Ｌｉｎｕｘ及びＵＮＩＸ互換マシンを，ＷｉｎｄｏｗｓのＳＭＢを用いたファイル共有に適合させるためのフリーソフトウェア（ＧＰＬ準拠）
※２

 

CIＦＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓのファイル共有プロトコル。TCP/IPがベースとなっており，ＳＭＢも統合されている。
ＳＭＢ：旧世代のＷｉｎｄｏｗｓのファイル共有プロトコル。ＮｅｔＢＩＯＳがベースとなっている。

操作ＰＣ

ＸＰ，Ｖｉｓｔａ，７

データ格納先

ＸＰ，Ｖｉｓｔａ，７，ＷｉｎＳＲＶ２００８

ＡＰ

ＡＰ

また，データフォルダの格納先がＵｎｉｘ系ＯＳ（Ｌｉｎｕｘなど）の場合であっても，Ｓａｍｂａ
※１

 

などを導入しＣＩＦＳ／ＳＭＢ
※２

 によるファイル共有に対応することで，利用可能となる場合があります。いわゆる「ネットワーク対応型ハードディスク」等

 
の簡易ＮＡＳにおいては，ＯＳにＬｉｎｕｘ等が採用されている場合がありますので，ご利用に当たっては，ＣＩＦＳ／ＳＭＢ対応

 
製品であることをご確認ください。

Ｌ
Ａ
Ｎ

ＸＰ，Ｖｉｓｔａ，７

ＷｉｎＸＰ ＷｉｎＶｉｓｔａ Ｗｉｎ７ ＷｉｎＳｅｒｖｅｒ２００８

ＷｉｎＸＰ ○ ○ ○ ○

ＷｉｎＶｉｓｔａ ○ ○ ○ ○

Ｗｉｎ７ ○ ○ ○ ○

データ格納先

操作
ＰＣ

～動作検証の組み合わせ～

データフォルダ

ShinseisyoSogoSoft

３３

 
「申請用総合ソフト」「申請用総合ソフト」

 
（（1010））

 
共同利用について共同利用について

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

３

 

「申請用総合ソフト」

 

＞

 

（10）

 

共同利用について
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新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

４

 

「かんたん証明書請求」

４４

 
「かんたん証明書請求」「かんたん証明書請求」
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■

 

ブラウザのみで証明書請求が可能
「かんたん証明書請求」は，電子署名も添付ファイルも不要な手続を対象としており，新オンラインシステムの

 
Ｗｅｂブラウザのみで利用できます。

また，申請者情報登録は,「申請用総合ソフト」で用いる利用者IDと共通です。
※InternetExploler7,8を推奨環境とします。

JREの
インストール

自己署名
証明書
の確認

自己署名
証明書の

ＪＲＥのキース
トアへの登録

オンライン申請
システム

モジュール
のインストール

申請者情報
登録

登記申請書
作成支援ソフト

ウェアの
インストール

現行オンライン
システム

新オンライン
システム
（かんたん証明
書請求）

２Stepに簡素化

自己署名
証明書
の確認

申請者情報
登録

オンライン
セットの取得

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

４

 

「かんたん証明書請求」

 

＞

 

（１）

 

環境設定

４４

 
「かんたん証明書請求」「かんたん証明書請求」

 
（１）（１）

 
環境設定環境設定
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①

 

初めてでも分かりやすいナビゲーション機能
「かんたん証明書請求」は，初めてオンライン申請を利用

される方でも分かりやすいよう，画面上部にナビゲーションを
備え，「現在どの操作をしているのか？」，「次にどんな操作を

 
するのか？」

 

を容易に確認することを可能とします。

②

 

Stepに沿った請求書の作成
初めて利用される方でもStepに沿って入力していくだけで容易に作成可能となるような入力レイアウトを採用して

います。

Step1

 

不動産指定方法の選択 Step2

 

請求情報の入力 Step3

 

送付情報の入力 Step4

 

入力内容の確認

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

４

 

「かんたん証明書請求」

 

＞

 

（２）

 

請求書作成

４４

 
「かんたん証明書請求」「かんたん証明書請求」

 
（２）（２）

 
請求書作成請求書作成

（不動産登記の例）
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③

 

自動転記機能の充実
証明書の送付先は，申請者情報登録時の情報が自動的

 
に反映されますので，入力が不要となります。

また，請求先登記所については，請求物件（会社）の管轄

 
登記所（複数の場合は１件目の管轄登記所）を自動で転記

 
する機能を提供します。

もちろん，それぞれの項目について，必要に応じて，利用

 
者が変更することも可能です。

登録した申請者情報の
内容を自動転記

請求物件（会社）の
管轄登記所を
自動転記

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

４

 

「かんたん証明書請求」

 

＞

 

（２）

 

請求書作成

４４

 
「かんたん証明書請求」「かんたん証明書請求」

 
（２）（２）

 
請求書作成請求書作成
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（手順１）法務省オンライン登記情報検索（システム）を利用して，登記情報を取得する
「物件情報取得」ボタンをクリックすると，Ｗｅｂ

 
ブラウザが起動し，法務省オンライン登記情報

 
検索（システム）にアクセスします。
これまでと同様の操作により，取得対象の登記

 
情報を検索した後，利用者ＰＣの任意のフォル

 
ダに登記情報ファイルをダウンロード（保存）し

 
ます。

登記情報をダウンロード（保存）する

 
際に，保存ボタンをクリックした後，

 
ダウンロード（保存）先を選択すると

 
いう操作が必要となります。

登記情報ファイルのファイル名称は，以下のとおり初期

 
設定されていますが，ダウンロード（保存）時に，任意の

 
名称に変更することができます。
不動産
①[ファイル作成日]_[種別]_[所在＋地番又は家屋番号].tmp

 

(物件が１つ記載されている場合）
②[ファイル作成日]_[種別]_[所在＋地番又は家屋番号]_

 

他.tmp

 

(複数の物件を含む場合）
商業・法人
③[ファイル作成日]_[種別]_[商号].tmp

 

(商号が１つ記載され

 

ている場合）
④

 

[ファイル作成日]_[種別]_[商号]_他.tmp

 

(複数の商号を含

 

む場合）

法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点

同一地番区域内の登記情報を検索する場合に限り，１

 
回の検索で，１０物件までの検索を一括で行うことがで

 
きます（ダウンロード（保存）した登記情報ファイルは，１

 
ファイル内に最大で１０物件までの登記情報を記録しま

 
す。）。

５５

 
法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点

■

 

登記情報取得及び読込み操作（不動産登記，商業・法人登記）
現行オンラインシステムでは，登記情報検索でＪａｖａアプレットの機能を使用して，①登記情報検索により得られた

 
検索結果である登記情報ファイルを利用者のＰＣの特定ドライブに保存する，②登記申請書作成支援ソフトウェアの

 
「登記情報読込み」ボタンをクリックすることで自動的に保存された登記情報ファイルが表示されるという機能を実現し

 
ていました。新オンラインシステムでは，Ｊａｖａアプレットの機能を使用しないこととしているため，①及び②の作業を手

 
動で行うこととなります。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

５

 

法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点
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（手順２）法務省オンライン登記情報検索（システム）から取得した登記情報ファイルを読み込む

①「物件情報読込」ボタンをクリックすると，下画

 
面のとおり，「物件情報選択」画面が表示されま

 
す。

②「ファイル読み込み」ボタンをクリックします。

※ 次頁に続く

５５

 
法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

５

 

法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点
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③手順１でダウンロード（保存）した登記情報

 
ファイルを選択し，「開く（O）」ボタンをクリックし

 
ます。

※

 

データはサンプルです。

④申請書に取り込む登記情報を指定して，「設

 
定」ボタンをクリックします。

※

 

複数物件を指定することもできます。

※ 次頁に続く

５５

 
法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

５

 

法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点
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⑤指定した登記情報が，申請書に取り込まれ

 
ます。

５５

 
法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

５

 

法務省オンライン登記情報検索（システム）の変更点
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６６

 
処理状況確認番号処理状況確認番号

申請番号及び処理状況確認

 
番号を入力後，「検索」ボタン

 
をクリックすることにより，一覧

 
表示される。

■

 

申請データ送信者以外の方の処理状況確認方法
現行オンラインシステムでは，処理状況確認番号は申請データ作成時に８けた以上２０けた以内の半角数字を入力

 
の上，設定していましたが，新オンラインシステムでは，申請情報を受信した際に，申請番号とともに処理状況確認番

 
号が自動で通知されます。

申請データの送信者以外の方（申請者情報の登録は必要）が，当該申請データの処理状況を確認する場合は，新オ

 
ンラインシステムの処理状況照会画面に，この２つの番号を入力することにより，処理状況の確認を行うことが可能とな

 
ります。

なお，この方法により検索した場合には，「到達通知」，「お知らせ」及び「納付情報」の確認をすることはできません。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

６

 

処理状況確認番号
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７７

 
処理状況一覧処理状況一覧

■

 

処理状況
新オンラインシステムの処理状況画面で表示される処理状況は，以下のとおりです。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

７

 

処理状況一覧

作成中 申請書を作成中の状態

作成済み 申請書の作成が完了した（入力チェックエラー無）状態

未送信 申請書を送信することが可能な状態

添付済み 登記識別情報関係様式の処理状況において，関係様式を申請書に添付した状態

署名済み 登記識別情報関係様式の処理状況において，関係様式に電子署名を付与した状態

送信エラー（ウィルス） ウィルスが原因による送信エラーの状態

送信エラー（容量） 申請書の容量オーバが原因による送信エラーの状態

その他エラー 上記の送信エラーの原因以外に発生した送信エラーの状態

到達待ち 申請書が登記・供託オンライン申請システムで受信された状態

意思確認中 連件申請において一部の申請書にエラーがあった場合に他の申請書のみ申請を続けるか確認中の状態

到達・受付待ち 申請書が登記・供託オンライン申請システムに到達し，受付を待っている状態

受付完了 申請書が登記・供託オンライン申請システムに到達し，受付がされ審査を待っている状態

処理中 証明書請求の受付が終わり，手続を進めている状態

審査中 審査が開始され，署名・事件完了指示がされるまでの状態

審査中（補正待ち） 補正指示がされ，申請人からの補正書の送信を待っている状態

審査中（補正中） 補正書が登記・供託オンライン申請システムに到達した状態

審査中（補正済み） 補正が完了した状態

審査終了 審査が終了した状態

手続終了 申請手続きがすべて完了した状態

取下中 取下書の審査が開始された状態

取下完了 取下書の審査が完了した状態

中止／却下 申請が中止／却下された状態



46

８８

 
制限緩和制限緩和

①

 
申請データ容量の制限緩和

4MB44MBMB

現行オンラインシステム

10MB1010MBMB

新オンラインシステム

※

 

動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請については，現行オンラインシステムと同様，上限は２０ＭＢです。
※

 

図面情報ファイルの１ファイル当たりの容量制限（ＸＭＬ（２００ＫＢ）及びＴＩＦＦ（３００ＫＢ））は，変更ありません。
※

 

データ容量の制限を超える場合には，オンラインにより申請することはできません。

50ファイル5050ファイルファイル 1500ファイル15001500ファイルファイル

②

 
添付ファイル数の制限緩和

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

８ 制限緩和

※

 

連件設定が可能な件数は，現行オンラインシステムと同じ，５０連件までとなっています。

新オンラインシステム現行オンラインシステム
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８８

 
制限緩和制限緩和

③

 
請求件数の拡大

「申請用総合ソフト」による請求の場合，１請求における証明書請求件数を拡大

10物件/会社・法人1010物件物件//会社・法人会社・法人 99物件/会社・法人9999物件物件//会社・法人会社・法人

※

 

不動産登記及び会社・法人登記の「かんたん証明書請求」については，１請求当たり１０件までの証明書
をまとめて請求できます。

※

 

動産譲渡登記及び債権譲渡登記の「かんたん証明書請求」（登記事項概要証明書）については，譲渡人
複数検索，登記番号指定検索の場合，１請求当たり１０件までまとめて請求することができます（譲渡人指定
検索の場合，１請求につき１件の請求となります。）。

※

 

１請求１件当たりの請求可能通数は，「かんたん証明書請求」，「申請用総合ソフト」ともに，現行と同じ，

不動産は９９通，会社・法人は９９９通，動産，債権は９９通（窓口での交付，郵送による交付の場合）まで
請求可能です。

また，１請求全体での請求可能通数は，不動産は９９９通，会社・法人は９９９通となりますので留意願い

ます。

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第３

 

機能説明

 

＞

 

８ 制限緩和

新オンラインシステム現行オンラインシステム
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現行オンラインシステムと新オンラインシステムとのシステム利用に係る主な変更点は，以下のとおりです。

第４第４

 
システム利用に係る主な変更点システム利用に係る主な変更点

新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点

 

＞

 

第４

 

システム利用に係る主な変更点

１　対象手続 ２　送信可能時間 ３　申請形式 ４　事前準備
５　操作サポートデスク
 　　の業務時間

６　大規模障害発生時
　のシステム対応

なし

登記４手続を含む AM８：３０　～　PM８：００ 【不動産登記，商業・法人登記】 ①　自己署名証明書の確認 AM９：３０　～　PM６：３０

　２００余手続 ①　Ｗｅｂブラウザ利用による申請 ②　申請者情報登録

　（登記申請書作成支援ソフトウェア ③　オンラインセットの取得

　による申請書作成） ④　JREのインストール

②　民間事業者製ソフトウェア ⑤　オンラインモジュールのインストール

　による申請 ⑥　自己署名証明書の登録

【動産譲渡登記，債権譲渡登記】 ⑦　申請書作成支援ソフトウェアの

　Ｗｅｂブラウザ利用による申請 　　インストール

　（債権譲渡登記については，申請人

　プログラムによる申請書作成）

①　不動産登記手続 AM８：３０　～　PM９：００ ①　申請用総合ソフトによる申請 ①　自己署名証明書の確認 AM８：３０　～　PM９：００ 受付代行システム

②　商業・法人登記手続 　　（不動産登記，商業・法人登記に ②　申請者情報登録 （当初は，不動産登記，

③　動産譲渡登記手続 　　ついては，利用者のＰＣから送信。 ③　申請用総合ソフトのインストール 商業・法人登記のみの

④　債権譲渡登記手続 　　動産譲渡登記，債権譲渡登記に ※平成２３年１月１７日 運用）

※H２３年度中に 　　ついては，申請人プログラムによ （月）から開設予定

⑤　供託手続 　　る申請書作成）

⑥　成年後見登記手続 ※　１１月８日から体験版申請用

⑦　電子公証手続 　　総合ソフトβ版を配布予定

②　Ｗｅｂブラウザのみによる ※　ＪＲＥのインストールは不要

　　かんたん証明書請求 ※　ＰＣのＯＳがＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合，

③　民間事業者製ソフトウェア 　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．Ｎｅｔフレームワーク３．０

　　による申請（動産譲渡登記，債権   又は ．Ｎｅｔフレームワーク３．５ ＳＰ１

　　譲渡登記については，申請人プロ 　へのアップデートが必要となる場合が

　　グラムによる申請書作成）   ある（WindowsVista以上は不要）。

※申請書の作成等（電子
署名の付与を含む。）申請
書準備作業は２４時間可
能（ただし，登記情報検索
はAM８:３０～PM９:００ま
で）

（登記所での受付時間は
AM８：３０～PM５：１５ま
で。PM５：１５以降にシステ
ムに到達した場合は翌業
務日の受付となります。）

（登記所での受付時間は
AM８：３０～PM５：１５ま
で。PM５：１５以降にシステ
ムに到達した場合は翌業
務日の受付となります。）

現

行

新
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